
 

 

 

インフルエンザによる出席停止の手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月 

裾野市教育委員会 

 

保護者の方へ 

令和元年 12 月より、インフルエンザにかかった際の出席停

止手続きが変更になります。（再登校前の病院受診・治癒証明

書の取得が不要となります。） 

お子さんがインフルエンザと診断されたら、この用紙をよく

読んで、流れに沿って対応をお願いします。 

体温の経過記録など、保護者の方にお願いする手続きがあり

ます。 
 
※幼稚園保育園は、医師会の指導により、今までどおりの手続きとなります。 

（再登園前の病院受診・治癒証明書が必要です。）兄弟がいる場合にはご注意ください。 

保存版 



１ インフルエンザと思われる症状があらわれたら 

  医療機関を受診してください。沼津市、裾野市、長泉町、清水町の医療機関には、「インフル

エンザ罹患証明書」の用紙があらかじめ置いてあります。 

  その他の市町の医療機関を受診する場合は、各学校のＨＰから「インフルエンザ罹患証明書」

の用紙を印刷するか、事前に配布した用紙をコピーして受診時にお持ちください。 

受診先の医療機関から指示があった場合はその指示に従い、内容を学校までお知らせください。 

 

２ 医療機関を受診 

  インフルエンザと診断されたら → 「インフルエンザ罹患証明書」を医師が発行します。 

  ※インフルエンザを診断されたのに罹患証明書が発行されない場合は病院窓口または受付で

御確認ください。 

 

３ インフルエンザの診断を受けたら、学校に受診結果を報告 

  学校に受診結果（インフルエンザの型や発症日）を報告してください。 

  これまで医療機関が発行する青色の証明書（A5 版）を学校に提出いただいていましたが、イ

ンフルエンザの場合は、青色の証明書をすぐに提出してもらう必要はありません。代わりに、

下記に記載の 4 以下の手続きをしていただくことになります。 

 

４ 自宅にて発熱の経過の記録 

  医療機関で発行された「インフルエンザ罹患証明書」の下に、「インフルエンザ経過報告書（保

護者記入）」が付いています。自宅安静をし、午前・午後の検温結果を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 発症後５日、かつ解熱後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで自宅安静 

  医療機関を受診した場合に、「発症日」を医師に確定していただきます。いつから熱が出始め

たか、またはいつからインフルエンザのような症状が出たか、医師に伝えてください。 

   

 

 

罹患証明書下半分の体温の経過記録がないと、再登校の許可
ができません。 
必ず保護者の方が確認して、毎日 2 回（午前と午後）体温の
記録をしてください。 
再登校時に記入漏れがある場合は、お迎えと再度の病院受診
をお願いする場合があります。 



再登校前に必ず確認してください！ 
①体温の経過記録がありますか？ 
②罹患証明書下部に保護者の署名と印がありますか？ 
※①②がない場合には再登校を許可できません。 

インフルエンザの自宅安静期間は 

発症後５日、かつ解熱後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで 

 

発症日とは 熱が出始めた日や熱がなくてもインフルエンザの諸症状が出

始めた日で、受診時に医師が記入してくれます。 

発症後５日とは 発症した日を「0 日目」と考えます。そこから５日間を経過す

るまでとなります。※最短でも６日間です。 

解熱後２日（幼児にあって

は３日）とは 

平熱になった日を「解熱０日」と考えます。その翌日から２日

間（就学前の子供は３日間）のことを指します。 

※「一日中平熱で過ごせた日が２日間」という考え方です。 

発症日からの体温記録表 登校可能になる日まで、午前と午後に熱を測り､「インフルエ

ンザ経過報告書」に保護者の方が記入をお願いします。 

 

６ 必要期間自宅で休んだ後、インフルエンザ罹患証明書を持って、登校 

  「インフルエンザ経過報告書」に発症日（０日目）からの午前・午後の体温を記録してくださ

い。発症後５日、かつ解熱後２日（幼児にあっては３日）を経過した後、保護者印を押印し、

「インフルエンザ罹患証明書」及び「インフルエンザ経過報告書」を持って登校します。 

   ※もう 1 度医療機関を受診する必要はありません。 

 

７ 児童生徒は登校したら職員室または保健室に「インフルエンザ罹患証明書」を 

提出してから教室へ 
  

原則として教室へ行く前に職員室か保健室に「インフルエンザ罹患証明書」を出してください。 

 ※提出先は、お子様が通っている学校の指示に従ってください。 

  ※自宅安静機関が短い場合や登校後も体調不良の場合、また書類に不備があった場合は学校か

ら「登校時緊急連絡先」に連絡をしますので、お迎えをお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 
  

８ その他 

  上記の流れにかかわらず、「解熱しない・異常行動が見られた・咳が止らない・食欲低下が続

く・元気がない」など気になる症状がある場合は、必ず医療機関を受診してください。 

  また、再登校時に治癒しているかどうか心配される場合も、再度医療機関を受診してください。 

【問い合わせ先】 各学校 または 

裾野市教育委員会学校教育課 ☎055-995-1838 



インフルエンザ罹患証明書（医療機関記入） 

学校名                 

  年  組  番 氏名           生年月日 平 成・令和   年   月   日  

上記患者は、インフルエンザ（ Ａ ・ Ｂ ）に感染しているものと証明いたします。 

令和   年   月   日 

医療機関名： 

医師氏名又は代表者氏名： 

  
 

 

印 

学校保健安全法施行規則第 19 条第２項においてインフルエンザ（新型インフルエンザ・ 

鳥インフルエンザ等を除く。）の出席停止期間は、『発 症 し た 後 ５ 日 を 経 過 し 、か つ 、解 熱 し た 後 

２ 日 （ 幼 児 に あ っ て は 、３ 日 ） を 経 過 す る ま で 』 とされ、周囲に感染させる可能性はありませ

んが治癒の証明ではありません。解熱しない、異常行動が見られた、咳、食欲低下、元気がな

いなど気になる症状等がある場合は、必ずかかりつけ医へ再度受診してください。 

（医師からの注意事項                     ）  

 

インフルエンザ経過報告書（保護者記入） 

                           ※普段の平熱のめやす ●●,●℃ 

発症日 日時 午前測定時刻：体温 午後測定時刻：体温 

※医師記入 

０日目 
月 日 午前  時 分： ，  ℃ 午後  時 分： ，  ℃ 

１日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

２日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

３日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

４日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

５日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

６日目 ●月 ●日 午前 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 午後 ▲時 ▲分： ●●,●℃ 

７日目 月 日 午前  時 分： ，  ℃ 午後  時 分： ，  ℃ 

８日目 月 日 午前  時 分： ，  ℃ 午後  時 分： ，  ℃ 
 

※上記児童生徒は、体調が回復し、登校（園）の基準を満たしたので登校（園）させます。 

令和 元 年 ● 月 ● 日 

保護者氏名  裾野 すそのん 印 登校（園）時緊急連絡先●●●-●●●-●●●●(母携帯) 

(社)沼津医師会、沼津市教育委員会、裾野市教育委員会、清水町教育委員会、長泉町教育委員会 

※医師記入 症状出現日：令和    年    月    日（発症０日目） 

記入例 

上半分と 0 日目の日付・体温は医療機関が

記入します。 

保護者の方は記入しないでください。 

保護者の方は、ここから下を記入してください。 

0 日目のみ、医療機関が記入 

裾
野 

発症後 5 日、かつ解熱後 2 日経過するまでは自宅安静です。 
再登校前に、保護者氏名と押印、連絡先の記載を忘れずにお願いします。 


